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1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行なうフィデリティ・ＵＳハイ・イールド・

ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届

出書を 2010 年２月 19 日に関東財務局長に提出し、2010 年２月 20 日にその届出の効力が

生じております。 

2. 当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家の

請求があった場合に交付されます。当該請求を行なった場合は、その旨をご自身で記録し

ておいてください。 

3. このファンドは、主に米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を投資対

象としていますが、株式を含むその他の有価証券に投資することもあります。このファ

ンドの基準価額は、組み入れた債券、株式その他の有価証券の値動き、為替相場の変動

等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、

組み入れた債券、株式その他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれら

に関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。特にハイ・イ

ールド・ボンドについては上位に格付けされた債券に比べて、利払い・元本返済の不履

行または遅延等のいわゆるデフォルト・リスクが高くあります。このファンドの運用に

よる損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。

4. 課税上は株式投資信託として取扱われます。 

 
 
 
 

 



 

 
 下記の事項は、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」（以下｢ファンド｣といいま
す。）をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な
事項としてお知らせするものです。 
 お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容
をよくお読みください。 

記 
■ファンドに係るリスクについて 

ファンドが主として投資するマザーファンドは、主に米ドル建て高利回り
事業債（ハイ・イールド・ボンド）を投資対象としていますが、株式を含
むその他の有価証券に投資することもあります。また、ファンドおよびマ
ザーファンドの基準価額は、組み入れた債券、株式その他の有価証券の値
動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元
本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんの
で、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動し
ます。また、組み入れた債券、株式その他の有価証券の発行者の経営・財
務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を
割り込むことがあります。特にハイ・イールド・ボンドについては上位に
格付けされた債券に比べて、利払い・元本返済の不履行または遅延等のい
わゆるデフォルト・リスクが高い傾向にあります。委託会社の指図による
行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属し、元本が保証さ
れているものではありません。 
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リスク」、
「為替リスク」、「信用リスク」などがあります。 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの投資リスク内容につ
いて」をご覧ください。 

 
■ファンドに係る手数料等について 

◇ お申込み手数料 
お申込み受付日の翌営業日の基準価額に 3.15％（税抜き 3.00％）を上限
として販売会社がそれぞれ定める率を乗じて得た額とします。 
※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認くださ

い。 
◇ 換金（解約）手数料 

ファンドにはご換金（解約）手数料はありません。 
◇ 信託報酬 

ファンドの純資産総額に対して年 1.659％（税抜き 1.58％）の率を乗じて得
た額とします。 

◇ 信託財産留保額 
ファンドには信託財産留保額はありません。 

 
 



 

◇ その他の費用 
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の

有価証券取引に係る費用 
② 先物取引やオプション取引等に要する費用 
③ 外貨建資産の保管費用 
④ 借入金の利息 
⑤ 信託財産に関する租税 
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用 
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息 
⑧ その他、以下の諸費用 

１．投資信託振替制度に係る手数料および費用 
２．有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷

および提出に係る費用 
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 
４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 
５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に

提出する場合の提出費用も含みます。） 
６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の

変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印
刷および交付に係る費用 

７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費
用 

上記⑧の費用はファンドの純資産総額に対して年 0.10％（税込み）の率を
上限とします。なお、①～⑦の費用については、運用状況等により変動す
るものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 
 

※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表
示することができません。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 
 

 
以上 
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追加型投信／海外／債券 
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お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読み下さいます
ようお願い申し上げます。 

ファンドの概要 

“米国ハイ・イールド債券＊への投資”を考えたことがありますか？ 

米国ハイ・イールド債券は、主として米国企業が発行する「高利回り・低格付け」の事業債
です。一定の利払いがあり満期時に元本が償還される債券の『安定性』と、企業の
信用力向上による価格上昇を期待できる株式の『成長性』をあわせ持ち、米国国債に
比較して信用リスクが高い分、一般に高利回りであることが大きな特徴です。 

■ハイ・イールド債券のリスク・リターンのイメージ 

※上記はあくまでも金融商品の一般的なリスクとリターン
の関係を表したイメージ図であり、実際にはイメージと
そぐわない場合もありえます。 

＊米国ハイ・イールド債券とは米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）のことです。 

リ
タ
ー
ン 

リ ス ク  

国 債 

株 式 

ハイ・イールド 
債券 

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 
 追加型投信／海外／債券 

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド は、 
米国ハイ・イールド債券を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保すると
ともに、値上がり益の追求を目指します。 

【米国ハイ・イールド債券の特色】 

●米国国債に比較して、一般的に高利
回りです。 

●米国金利動向に影響を受けますが、
米国国債に比較して歴史的に金利
に対する相関度は低いことが見受け
られます。 

●債券を発行している企業の業績や、
景気動向、格付動向に大きく影響を
受けます。 

●米ドル建て債券ですので、為替動向
の影響を受けます。 
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フィデリティ･USハイ・イールド･ファンド（注1） 

商品分類：追加型投信／海外／債券（注2） 

マザーファンド（「フィデリティ・USハイ・イールド・マザー
ファンド」をいいます。以下同じ。）受益証券への投資を通じて、
米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な
投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積
極的な運用を行なうことを基本とします。 

米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な
投資対象とします。（注3） 

バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・マスターⅡ・
コンストレインド・インデックス（円換算）をベンチマーク（運用目標）
とします。（ベンチマークとの連動を目指すものではありません。） 

ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合には、制限を設けません。 
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以内
とします。 
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

株式、公社債などの値動きのある証券（外国証券への投資につ
いては為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は
変動します。従って、元本が保証されているものではありません。
原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨
と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。 

原則として、毎月22日とします。決算日に該当する日が休業日
の場合、その翌営業日を決算日とします。（注4） 

毎決算時に、原則として信託約款に定める「収益分配方針」に
基づいて分配を行ないます。 
※ただし、必ず分配を行なうものではありません。 

原則無期限です。（注5） 

ファンドの名称 

ファンドの目的 

主な投資対象 

ベンチマーク 

決 算 日 

主な投資制限 

価 格 変 動 等  
の リ ス ク 

フ ァ ン ド の  
基 本 的 性 格  

信 託 期 間  

収 益 分 配  
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 
追加型投信／海外／債券 
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原則いつでもお申込みいただけます。 
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込み
の受付は行ないません。（注6） 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

販売会社がそれぞれ定める単位とします。 

販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、3.15％（税
抜き3.00％）を上限とします。（注7） 

原則いつでもご換金のお申込みができます。ただし、ニュー
ヨーク証券取引所の休業日と同日にはご換金の受付は行ない
ません。（注6） 
支払日は原則として解約請求受付日より5営業日以降になります。 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

販売会社がそれぞれ定める単位とします。 

なし 

純資産総額に対し年率1.659％（税抜き1.58％）とします。
（注7） 

ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは信託約款を変更することができます。
（注8） 

ファンドの残存口数が30億口を下回った場合、信託の終了が
ご投資家に有利であると認める場合その他やむを得ない事情
が発生したときは、信託を終了することができます。（注9） 

お申込み価額 

お申込み単位 

お申込み手数料 

ご 換 金  

ご 換 金 価 額  

ご 換 金 単 位  

信託財産留保額 

信 託 報 酬  

信託約款の変更 

信 託 の 終 了  

お 申 込 み 日 
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費用と税金  注1： 

注2： 

注3： 
 

注4： 

注5： 

注6： 

注7： 

注8： 
 
 

注9： 

以下「ファンド」といいます。 

ファンドの商品分類について、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）本文の該当ページをご覧ください。 

ファンドは主としてマザーファンドを通じて投資を行ないます。表記の投資対象はマザーファンドの主な投資
対象です。 

ただし、最終決算日は信託の終了日となります。 

ただし、ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は、委託会社は信託を終了することができます。 

詳細については、販売会社までお問い合わせください。 

税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。 

信託約款を変更する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行ない
ます。信託約款の変更事項が重大な場合には、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付し
ます。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 

信託を終了する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出を行ない、これを公
告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付した
ときは、原則として公告を行ないません。 
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 
追加型投信／海外／債券 

費用と税金  

■ お申込み時、収益分配時、ご換金時および償還時にご負担いただく費用・税金（個人
の場合） 

（注）ご投資家が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本と同額または上回っている場合に
は、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の払い戻しにあたるものとし
て課税されません。この場合、当該ご投資家の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該ご投資家の個別元本となります。 

※上記の税金の取扱いは個人のご投資家の場合です。（法人のご投資家の場合は取扱いが異なります。） 
※費用・税金について、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）本文の該当ページをご覧ください。 
なお、税法が改正された場合等には、内容が変更となることがあります。 

費用・税金 

販売会社により異なりますので、販売会社にご確認ください。 
ただし3.15％（税抜き3.00％）を上限とします。 

収益分配時の普通分配金（注）に対して以下のとおり課税されます。 
＜2011年12月31日まで＞ 
10％（所得税7％および地方税3％） 
＜2012年1月1日以降＞ 
20％（所得税15％および地方税5％） 

解約時および償還時の譲渡益に対して以下のとおり課税されます。 
＜2011年12月31日まで＞ 
10％（所得税7％および地方税3％） 
＜2012年1月1日以降＞ 
20％（所得税15％および地方税5％） 

■ 間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金 

※上記のほか、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、②先物取引やオプション取引
等に要する費用、③外貨建資産の保管費用、④借入金の利息、⑤信託財産に関する租税、⑥信託事務の処理に要する諸費用、⑦受託会社の立
替えた立替金の利息を信託財産でご負担いただきます。 

※その他、委託会社は下記の諸費用等の支払をファンドのために行ない、かつその支払を信託財産から受けることができます。 
①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書、目論見書、信託約款、運用報告書、信託約款
の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、③ご投資家に対する公告費用、④ファン
ドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 
※委託会社は、純資産総額に対して年率0.10％（税込み）を上限とする率（ただし変更される場合があります。）を毎日乗じて得た額を上記の
諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、信託財産より受領することができます。 

※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。 

間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金の合計額については、保有期間等に
応じて異なりますので、表示することができません。 

時期 項目 費用・税金 

総額 

毎日 信託報酬 
配分 

純資産総額に対して 
委託会社  純資産総額に対して 
販売会社  純資産総額に対して 
受託会社  純資産総額に対して 

年率1.659％ 
年率0.79275％ 
年率0.76125％ 
年率0.105％ 

（税抜き1.58％） 
（税抜き0.755％） 
（税抜き0.725％） 
（税抜き0.10％） 

項　目 

お申込み手数料 

所得税および地方税 

所得税および地方税 

時　期 

お申込み時 

収益分配時 

ご換金時 
（解約の場合） 

償還時 
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米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を中心に分散投資を行ない、
高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。 

格付けに関しては、主に、Ｂａ格(ムーディーズ社)以下またはＢＢ格(スタンダード・
アンド・プアーズ社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持
たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあり
ます。 

銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断します。 

個別企業分析にあたっては、フィデリティ＊１のアナリストによる独自の企業調査
情報を活用し、個別の企業の信用分析とポートフォリオ・マネージャーによる「ボ
トム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。 

高利回り事業債の組入率は原則として高くします。 

原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。 

「ファミリーファンド方式」＊2による運用を行ないます。 

ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・
USハイ・イールド・マスターⅡ・コンストレインド・インデックス＊3（円換算）をベ
ンチマーク（運用目標）とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあ
げることを目標とします。（ベンチマークとの連動を目指すものではありません。） 

資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合もあります。 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

＊1 FIL Limited および FMR LLC とそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、
「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。 

＊2 ファンドは「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて投資を行ないます。 
前記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます。 

＊3 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・マスターⅡ・コンストレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が
算出・公表するハイ・イールド・ボンド市場の動きを示す指数です。 

ファンドの特色及び投資方針 ハイ・イールド債券とは 



フ
ァ
ン
ド
の
概
要 

手
続
等
の
概
要 

フ
ァ
ン
ド
の
特
色 

及
び
投
資
方
針 

フ
ァ
ン
ド
の
投
資
リ
ス
ク 

内
容
に
つ
い
て 

フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
の
ハ
イ
・
イ
ー
ル
ド
債
券
運
用 

米
国
ハ
イ
・
イ
ー
ル
ド
債
券
と
は 

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 
追加型投信／海外／債券 

1

2

3

4

ファンドの特色及び投資方針 ハイ・イールド債券とは 
■米国ハイ・イールド債券とは 
米国では、ムーディーズ社やスタンダード・アンド・プアーズ
社（S＆P社）といった格付機関が、債券の元本、利息が償還
時まで、どの程度確実に支払われるかを評価しています。Ba（ムー
ディーズ社）以下または、BB（S＆P社）以下の格付けの事業債、
および格付けされていないが、それらと同等の信用力と考え
られる事業債をハイ・イールド債券といいます。 

【米国ハイ・イールド債券の特色】 

米国国債に比較して、一般的に高利回りです。 
米国金利動向に影響を受けますが、米国国債に比較して歴史的に金利に
対する相関度は低いことが見受けられます。 
債券を発行している企業の業績や、景気動向、格付動向に大きく影響を受
けます。 
米ドル建て債券ですので、為替動向の影響を受けます。 

 
 

投資適格債 
 

 
 

ムーディーズ社 

Aaa 
Aa 
A 
Baa 
Ba 
B 
Caa 
Ca 
C 
 
 

Ｓ＆Ｐ社 

AAA 
AA 
A 
BBB 
BB 
B 
CCC 
CC 
C 
D 
 
 

信用度 
高い 
 
 
  
  
  
  
  
 信用度 

低い 
 

 
  
 

ハイ・イールド債券 

 
  

 



米  国 

105 

11 

23 

230 

28 

64 

42 

4 

30 

537

欧  州 

56 

0 

7 

96 

0 

19 

13 

0 

9 

200

16 

0 

0 

36 

0 

2 

0 

0 

0 

54 

 

日  本 

26 

0 

2 

47 

0 

5 

15 

0 

4 

99

総  計 

203 

11 

32 

409 

28 

90 

70 

4 

43 

890

拠　　点 

株式 

ハイ・イールド債券 

投資適格債券 

株式 

ハイ・イールド債券 

投資適格債券 

株式 

ハイ・イールド債券 

投資適格債券 

 

ポートフォリオ・ 
マネージャー 

アナリスト 

トレーダー 

合  計 

アジア・ 
パシフィック 

フィデリティの運用・調査体制 （単位：人） 

フィデリティのハイ・イールド債券運用・調査体制 
●1977年から行なわれているハイ・イールド債券運用 
●ハイ・イールド債券チームによる米国ハイ・イールド債券等の 
運用資産＝610億ドル（約5.5兆円） 
●約40名のハイ・イールド債券専門の投資プロフェッショナル 

※運用・調査体制に関する人数は2009年9月末現在。 
※運用資産はFMR Co. 2009年9月末現在。WMR 1ドル89.535円で換算。 
※FMR LLCおよびFIL Limitedとその関連会社を含みます。 
※アナリストには、リサーチ・アナリストとリサーチ・アソシエイトを含みます。管理職等は除きます。 
※上表中の数値は、将来変更となることがあります。 

米国、欧州、アジアのグローバル拠点で運用し、 
徹底したボトム・アップ・アプローチで定評のある約400名の
株式アナリストと調査情報を共有しています。 
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発行企業の調査が最大のポイント 

フィデリティのハイ・イールド債券運用 
グローバルにハイ・イールド債券運用を手がける、フィデリティが
運用します。 

●ハイ・イールド債券へ投資する場合、利払いや償還に支障が生じる「デフォルト」と、
その前に起こることの多い「格下げ」による価格下落の2つのリスクをいかに
コントロールできるかが重要です。 

発行企業の調査が最大のポイント 

デフォルト・リスク デフォルト・リスク 

格下げのリスク 格下げのリスク 

フィデリティの調査力を活用 フィデリティの調査力を活用 

数多くの銘柄に投資し、リスクを抑える 数多くの銘柄に投資し、リスクを抑える 

調  査 

分  散 

ファンドの投資リスク内容について 

投資リスク 



フ
ァ
ン
ド
の
概
要 

フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
の
ハ
イ
・
イ
ー
ル
ド
債
券
運
用 

手
続
等
の
概
要 

フ
ァ
ン
ド
の
特
色 

及
び
投
資
方
針 

フ
ァ
ン
ド
の
投
資
リ
ス
ク 

内
容
に
つ
い
て 

米
国
ハ
イ
・
イ
ー
ル
ド
債
券
と
は 

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 
追加型投信／海外／債券 

　ファンドが主として投資するマザーファンドは、主に米ドル建て高利回り事業
債（ハイ・イールド・ボンド）を投資対象としていますが、株式を含むその他の有
価証券に投資することもあります。また、ファンドおよびマザーファンドの基準価
額は、組み入れた債券、株式その他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の
影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。原
則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の
為替変動により基準価額は変動します。また、組み入れた債券、株式その他の有
価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化
等により、投資元本を割り込むことがあります。特にハイ・イールド・ボンドにつ
いては上位に格付けされた債券に比べて、利払い・元本返済の不履行または遅
延等のいわゆるデフォルト・リスクが高い傾向にあります。委託会社の指図によ
る行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属し、元本が保証されて
いるものではありません。 
　証券投資信託の運用においては、一般的に主として下記にあげるリスクが想
定されます。 

有価証券（株式・債券等）の価格変動リスク 
基準価額は株価や債券価格等の市場価格の動きを反映して変動します。 

ファンドの投資リスク内容について 
（注：投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されて

いません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。） 

1 投資リスク 

1

為替リスク 
日本以外の外国の株式や債券等に投資を行なう場合は、為替リスクが発生し、
各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドおよびマザーファンドの基
準価額が変動します。 

2

カントリー・リスク 
海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の政治、経済お

よび社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大
きな変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マ
ーケット（新興諸国市場）の場合には、特有のリスク（政治・社会的不確実性、
決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制
度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等）が想定されます。 

3
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解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク 
解約資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないこと

があります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大
きく変動する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、
一時的にファンドで資金借入を行なうことによってファンドの解約代金の支払
に対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。 

4

信用リスク 
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合

には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行
なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。 

5

ハイ・イールド・ボンドへの投資に伴うリスク 
ハイ・イールド・ボンドは、上位に格付けされた債券に比べて、企業の経営不

振・倒産や、国家の政情・財政不安などにより、債務者が債権者に対して契約に
定められた元利金支払を履行できない状態になる（以下「デフォルト」といい
ます。）リスクが高い傾向にあります。デフォルトが生じた場合あるいはデフォ
ルトが予想される場合、ハイ・イールド・ボンドの価格は大きく下落します。 
また、ハイ・イールド・ボンドは、金利の変化につれて価格が変動する債券と

しての性格を持つとともに、株式に類似した特質を併せ有しています。このた
め、個々の企業の業績、財務内容の変化や全般的な景気動向の影響を強く受け、
債券価格は格付けの引き上げ、引き下げなどによって上下に大きく変動します。 
 

1

ベンチマークとの乖離に関するリスク 
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場
合もあります。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現
を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。
また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベン
チマークを見直す場合があります。 

2

また、ファンドおよびマザーファンドの運用においては、上記に加え、以下の
リスクが加わると考えられます。 
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 
追加型投信／海外／債券 

ボトム・アップ・アプローチに関するリスク 
ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドは、ボトム・アップ・アプロ
ーチで組入銘柄を決定します。国別配分、通貨配分および業種配分その他の
リスク管理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの国別配分、通貨配分お
よび業種配分や銘柄構成等が投資対象国または地域の株式市場全体とは大
きく異なるものとなる場合も想定されます。その場合、ファンドおよびマザー
ファンドの基準価額の値動きは、投資対象国または地域の株式市場全体の動
きと大きく異なる場合も想定されます。 

3

運用担当者の交代に関するリスク 
前述のファンドの運用方針中で示されたファンドの運用についての考え方は、
2010年2月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期
間にわたってファンドを運用していくうえで、運用担当者が交代となることも
あります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制
およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることは
ありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれ
る場合があります。 

4

有価証券先物取引等のリスク 
　ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に影響を及ぼすその他の諸
要因に関するファンドのリスクを増加または減少させる運用手法（たとえば有
価証券先物取引等）を用いることがあります。このような手法が想定された成
果を収めない場合、ファンドはその投資目的を達成できず、損失を生じるおそ
れがあります。 

5



手続等の概要 
投資リスク管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自

ら行なう方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を
併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。 
運用担当部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・

マネージャーが定期的に「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さま
ざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄
選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、
この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャ
ーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポート
フォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕
組みとなっています。 
また、運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なうチェックでは、法令
および投資信託約款等の遵守状況について、定期的なモニタリングの結果を運
用担当部門にフィードバックしています。 
マザーファンドにかかる運用の委託先の法令遵守状況につきましては、現地の

コンプライアンス部門が中心となり、投資制限等のモニタリングを実施しています。 

2

3

投資リスクの管理体制 

販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるま
では、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。 
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。

委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後
は、受益者への支払についての責任を負いません。 
委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法
人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み
金額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について
責任を有しません。 

販売会社に係る留意点 
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●お申込みについて 
（1）お申込み取扱い場所と受付時間 

ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。
（ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。）
取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申
込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として
取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意くだ
さい。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。  

（2）お申込み価額とお申込み手数料 
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申
込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販
売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.15％
（税抜き 3.00％）を超えないものとします。 
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。 

（3）お申込み単位 
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

なお、前述の販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社の
ホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照
いただくか、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～
午後5時））または販売会社までお問い合わせください。 

（4）お申込みの払込期日等 
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込みの販売
会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日まで
に申込代金をお支払いください。 

手続等の概要 投資リスクの管理体制 

販売会社に係る留意点 

信託契約 

損益 損益 

お申込み金 お申込み金 信託金 投資 

ご投資家の 
皆様 

販売会社 委託会社 
（フィデリティ投信） 

投資対象 受託会社 

運用の指図 

一部解約金・ 
分配金・償還金 

一部解約金・ 
分配金・償還金 

運用の委託 

運用の委託先 
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 
追加型投信／海外／債券 
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（5）お申込みの留意点 
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨

げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為
替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの
取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあり
ます。 
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行
なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権につ
いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行ないます。 
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●ご換金について 
（1）ご換金の手続き 

受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求
することができます。（ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日を除きます。）一
部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行な
われ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申
込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります
ので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業
日の取扱いとなります。 

（2）ご換金の価額とご換金の手数料 
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額（解約価額）とします。なお、

一部解約にあたっては手数料はかかりません。 

（3）ご換金の単位 
一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。 
なお、前述の解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホー

ムページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照い
ただくか、委託会社のフリーコール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～
午後5時））または販売会社までお問い合わせください。 

（4）ご換金のお支払時期 
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目か

ら、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。 

（5）ご換金の留意点 
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事

情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実
行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の
基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算した価額とします。 

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約は
できません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。 
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。 
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とする
ための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。 



－  － 
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【証券情報】 
 

（１）【ファンドの名称】 

 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド （以下「ファンド」といいます。） 

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 

 追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。 

 格付は取得していません。 

 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。）の

規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振

替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」を

いい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録さ

れることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益

権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、やむを得

ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振

替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 

（３）【発行（売出）価額の総額】 

 ２兆円
＊
を上限とします。 

＊ 受益権１口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額 

※ 上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額

（以下、「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。 

 

（４）【発行（売出）価格】 

 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
＊１

とします。 

＊１「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日
＊２

における受益権総口数

で除して得た、受益権１口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、１万口当

たりをもって表示されることがあります。 

＊２「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。 

 

 発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリー

コール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合

わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。

（日本経済新聞においては、ファンドは、「ＵＳハイ」として略称で掲載されています。） 

 

（５）【申込手数料】 

 申込手数料率は3.15％（税抜き
＊
 3.00％）を超えないものとします。 

 なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリー

コール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問

い合わせください。 

＊「税抜き」における「税」とは消費税等相当額をいいます。（以下同じ。） 

※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。 

 

 申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受

付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。 

※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて

得た金額をいいます。 

※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対す

る消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。 



－  － 
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 ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの

販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料としま

す。 

 

 販売会社によっては「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投

資信託を買付けること）によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチング

は、販売会社でお買付いただいた投資信託のうち、販売会社が指定するものとの間で可能です。

スイッチングのお取扱い内容は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。 

 

 また、販売会社によっては、償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあっては、当該償還

金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。）で取得する口数については販売会社が別

途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行な

う場合があります。 

※ 「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヵ月以内に償還となった証券投資

信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、

収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前

の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前３ヵ月以内における受益権の買取

請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払を行なった販売

会社でファンドの取得申込みを行なっていただく場合をいいます。 

 

 さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「換金乗換

え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。 

※ 「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の１年前以内で販売会社が別に定

める期間以降、当該投資信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約代金を

もって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを

行なっていただく場合をいいます。 

 

 スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問

い合わせください。 

 

（６）【申込単位】 

 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

 ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、１口の整数倍を

もって取得の申込みができます。 

 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリー

コール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問

い合わせください。 

 

（７）【申込期間】 

 継続申込期間：2010年２月20日から2011年２月18日まで 

※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 

（８）【申込取扱場所】 

 販売会社においてお申込みを行なうものとします。 
販 売 会 社 の 詳 細 に つ い て は 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリー

コール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせくださ

い。 
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（９）【払込期日】 

 取得申込者は、取得申込受付日から起算して５営業日までに申込代金をお申込みの販売会社

にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代

金をお支払いください。 

 ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る

追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するのファ

ンド口座に払込まれます。 

 

（１０）【払込取扱場所】 

 申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。 

販 売 会 社 の 詳 細 に つ い て は 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ （ ア ド レ ス ：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリー

コール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせくださ

い。 

 

（１１）【振替機関に関する事項】 

 振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

（１２）【その他】 

① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なってい

ただきます。 

 

② 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げ

られると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所（金融商品取引法第２条第16項

に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金

融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第

28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう市場および当該市場を開設するもの

を「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止そ

の他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受

付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。 

 

③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積

投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一

般コース」があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収

益分配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。

また、「累積投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購

入サービス（名称の如何を問わず、同種の性質をもつ契約を含みます。）を取扱う場合が

あります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注

意ください。 

 「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞく

投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会

社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定す

る契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別

の名称に読み替えるものとします。 

 また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、

販売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただき

ます。 

 

④ 日本以外の地域における発行は行ないません。 
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⑤ ファンドの受益権は米国証券取引委員会（ＳＥＣ）に登録されていないため、米国にお

住まいの方、または米国の住所をお使いになる方向けに販売するものではありません。 

 

⑥ 振替受益権について 

 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」

に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし

ます。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する

事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 

（参考） 

◆投資信託振替制度とは、 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」とい

います。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 
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【ファンド情報】 
 

第１【ファンドの状況】 

 

１【ファンドの性格】 

 

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

 ファンドは、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド（以下「マザーファン

ド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て高利回り事業債（ハ

イ・イールド・ボンド）を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標

に積極的な運用を行なうことを基本とします。 

 

② ファンドの信託金の限度額 

 委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができ

ます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付

します。 

 また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当

該限度額を変更することができます。 

 

③ ファンドの基本的性格 

ファンドは追加型株式投資信託であり、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法に

おいて、以下のとおり分類されます。 

 

商品分類表 
単位型・追加型 

 
投資対象地域 

 
投資対象資産 
（収益の源泉） 

 
 
 

単 位 型 投 信 
 
 
 

追 加 型 投 信 
 

 
 

国  内 
 
 

海  外 
 
 

内  外 

 
株  式 

 
債  券 

 
不動産投信 

 
その他資産 

（    ） 
 

資産複合 
 

（注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞ 

追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

産とともに運用されるファンドをいいます。 

海   外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実

質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

債   券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実

質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいいます。 
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属性区分表 
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

 
株式 
一般 
大型株 
中小型株 

 
債券 
一般 
公債 
社債 
その他債券 
クレジット属性 
（  ） 

 
不動産投信 

 
その他資産 
(投資信託証券(債券(ハイ・
イールド債))) 

 
資産複合 
（   ） 

資産配分固定型 
資産配分変更型 

 

 
年1回 
 
年2回 
 
年4回 
 
年6回 
（隔月） 
 
年12回 
（毎月） 
 
日々 
 
その他 
（  ） 

 
グローバル 
 
日本 
 
北米 
 
欧州 
 
アジア 
 
オセアニア 
 
中南米 
 
アフリカ 
 
中近東 
（中東） 
 
エマージング 

 
 
 
 
 
 
ファミリーファンド 
 
 
 
 
 
 
 
ファンド・オブ・
ファンズ 

 
 
 
 
 
 

あり 
（   ）
 
 
 
 
 
 
なし 

（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類

表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。 
 

＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞ 
その他資産(投資信託証券(債券(ハイ・イールド債)))…目論見書又は投資信託約款において、
投資信託証券（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいま
す。）を通じて主として債券のうちハイ・イールド債に投資する旨の記載があるものをいいま
す。 
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
ものをいいます。 
北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。 
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 
なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 

 

（注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは社

団法人投資信託協会のホームページ（アドレス：http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。 

 

④ ファンドの特色 

 ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。 
 
● 米ドル建て高利回り事業債（以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。）を中心に

分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指

します。 

● 格付けに関しては、主に、Ｂａ格（ムーディーズ社）以下またはＢＢ格（スタンダー

ド・アンド・プアーズ社）以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持た

ない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。 

● 銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断します。 
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（２）【ファンドの仕組み】 

① ファンドの仕組み 

 ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド

方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめ

てベビーファンド（「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド」）とし、その資金を

主としてマザーファンド（「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド」）に投

資して実質的な運用を行なう仕組みです。 

 

 ファンドの仕組みは以下の図の通りです。 

 

 

フィデリティ・ＵＳハイ・
イールド・ファンド 

ファンド

（ファンドの募集・販売の取 
扱い、一部解約の実行の請求 
の受付、収益分配金の再投 
資、収益分配金・償還金・一 
部解約金の支払等） 

販 売 会 社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

(再信託受託会社:日本マスター

トラスト信託銀行株式会社) 

（信託財産の保管・管理等） 

受 託 会 社 

証券投資信託契約

フィデリティ投信株式会社 
 

（信託財産の運用指図等） 

委 託 会 社 

受益者 

 

フィデリティ・ＵＳハイ 

・イールド・マザーファンド 

マザーファンド 

 

フィデリティ・マネジメント・
アンド・リサーチ・カンパニー 

（マザーファンドの運用の指図）

運用の委託先 

ファンドの募集・販売
の取扱等に関する契約 

投資顧問契約 
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② 委託会社およびファンドの関係法人 

 委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。 

(a）委託会社：フィデリティ投信株式会社 

 ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契

約の締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、

信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。 

 

(b）受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 

※ 再信託受託会社は、受託会社からファンドの資産管理業務の委託を受けた受託銀行

です。 

 ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託

財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関へ

の指示および連絡等を行ないます。 

 受託会社は、信託法第26条第１項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受け

た一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

 

(c）販売会社 

 ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の

交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の

支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算

書等の交付等を行ないます。 

 

(d）運用の委託先：フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー 

（所在地：米国マサチューセッツ州） 

 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行

ないます。 

 ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産

に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託

を中止または委託の内容を変更することができます。 

 

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 

(a）受託会社と締結している契約 

 ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設

定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。 

 

(b）販売会社と締結している契約 

 委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係

る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。 

 

(c）運用の委託先と締結している契約 

 委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意

義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。 
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④ 委託会社の概況 

(a）資本金の額     金10億円（2009年12月末日現在） 

 

(b）代表者の役職氏名  代表執行役 トーマス・バルク 

 

(c）本店の所在の場所  東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラストタワー 

 

(d）沿革 

1986年  フィデリティ投資顧問株式会社設立 

1987年  投資顧問業の登録 

同年   投資一任業務の認可取得 

1995年  投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会社に変更。

投資顧問業務と投資信託委託業務を併営 

2007年  金融商品取引業の登録 

 

(e）大株主の状況 

  （2009年12月末日現在）

株主名 住所 
所有株式数 

（株） 

所有比率 

（％） 

フィデリティ・ジャパン・

ホールディングス株式会社 

東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 

城山トラストタワー 
20,000 100

 

(f）委託会社の概要 

● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、FIL Limitedの実質的な子会社です。

FIL Limitedは、1969年にバミューダで設立され、米国を除く世界の主要なマーケッ

トにおいて個人投資家と機関投資家を対象に投資商品ならびにサービスを提供してい

ます。委託会社は、日本の機関投資家、個人投資家の皆様に投資機会を提供するため

の投資信託業務を1995年に開始し、資産運用に従事しています。 

● FIL Limitedの関連会社である、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カ

ンパニー（FMR Co.）
＊１

は1946年にボストンで設立された歴史のある米国の投資信託

会社です。世界各地のフィデリティ
＊２

の投資専門家は、分析した個別企業の投資情

報をお互いに共有しているため、グローバルな視点での投資判断が可能となっていま

す。 

＊１ FMR Co.はFMR LLCの子会社です。 

＊２ FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデ

リティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠

誠」、「忠実」を意味します。 
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２【投資方針】 

 

（１）【投資方針】 

① 投資態度 

(a）ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。 

(b）原則として、実質外貨建資産
＊１

の為替ヘッジは行ないません。 

(c）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 

(d）有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行な

われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。

以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げる

ものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項

第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択

権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ

るこれらと類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができ

ます。 

(e）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを

回避するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその

元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なう

ことができます。 

(f）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引
＊２

および為替先渡取

引
＊３

を行なうことができます。 

 

＊１ 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券

（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同

じ。）とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみな

した額（ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の総

資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計

額をいいます。 

＊２ 「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済

日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」とい

います。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金

契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数

値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と

の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数

値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に

割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

＊３ 「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に

係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為

替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以

下この段落において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場

と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この段

落において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当

該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた

金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い

た額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ

取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金

額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国

為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日か

ら満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における

現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 
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② ファンドのベンチマーク
＊１ 

 ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・

ＵＳハイ・イールド・マスターⅡ・コンストレインド・インデックス
＊２

（円換算）をベンチ

マーク（運用目標）とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標

とします。（ベンチマークとの連動を目指すものではありません。） 

 

＊１ ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を

行なう際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマーク

を上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファンドは、中長期的にベンチマーク

を上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するもの

ではありません。また、投資対象市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチ

マークを見直す場合があります。 

＊２ バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・マスターⅡ・コンス

トレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が算出・公表するハイ・イールド・

ボンド市場の動きを示す指数です。 

 

③ 運用方針 

１．個別企業分析にあたっては、フィデリティのアナリストによる独自の企業調査情報を活

用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・

アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。 

２．高利回り事業債の組入率は原則として高くします。 

３．原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。 

４．長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。（ベンチマーク

との連動を目指すものではありません。）ベンチマークの詳細については、前記「② ファ

ンドのベンチマーク」をご参照ください。 

 

 運用にあたっては、上記１．－ ４．の方針で臨みますが、資金動向、市況動向等によって

は上記のような運用が出来ない場合があります。 

 

※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資

対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。 

 

（２）【投資対象】 

① 投資対象とする有価証券 

 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品

取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま

す。）に投資することを指図します。また、保有する有価証券（「投資信託及び投資法人に

関する法律」（以下「投資信託法」といいます。）施行規則第22条第１項第１号イからハま

でに掲げるものに限ります。）をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図で

きます。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい

います。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第

６号で定めるものをいいます。) 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも

のをいいます。） 

９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
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引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペーパー 

11．新株引受権証券 (分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) 

および新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書

の性質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める

ものをいいます。） 

14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11

号で定めるものをいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるも

のをいい、有価証券に係るものに限ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの 

 なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券また

は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．なら

びに17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社

債」といい、13．の証券および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

 

② 投資対象とする金融商品 

 前記①にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商

品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。）により運用することを指図することができます。 

１. 預金 
２. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。） 
３. コール・ローン 
４. 手形割引市場において売買される手形 
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 
６．外国の者に対する権利で５.の権利の性質を有するもの 

 
③ その他の投資対象 

１．信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす

ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し

により行なうことの指図をすることができるものとします。 

２．信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所

における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら

びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで

きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

３．信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨

に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション

取引を行なうことの指図をすることができます。 

４．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利

に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
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の取引を行なうことの指図をすることができます。 

５．信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを

回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ

取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ

るいは受入れの指図を行なうものとします。 

６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引

を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行

なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入

れの指図を行なうものとします。 

７．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指

図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の

受入れの指図を行なうものとします。 

８．実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。 

９. 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金

の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）

を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借

入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。 

 

（３）【運用体制】 

フィデリティは、一貫した投資哲学と運用手法に基づき、米国、欧州、日本、アジア・

パシフィックの世界主要拠点において、綿密なチーム体制のもと、調査・運用業務を遂行

しています。 

 
① フィデリティの企業調査 

● フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサー

チ（自社のスタッフによる独自調査）体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調

査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、

FIL Limitedと、関連会社であるFMR Co.が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成し

た企業調査情報をリアルタイムで共用できるシステムを構築し、株式や債券の運用に活

かしています。 

 
フィデリティの運用・調査体制（2009年９月末日現在） 

 （単位：人） 

拠点 米国 欧州 日本 

アジア・

パシ

フィック 

総計 

株式 105 56 16 26 203 

ハイ・イールド債券 11 0 0 0 11 
ポートフォリオ・ 

マネージャー 
投資適格債券 23 7 0 2 32 

株式 230 96 36 47 409 

ハイ・イールド債券 28 0 0 0 28 アナリスト 

投資適格債券 64 19 2 5 90 

株式 42 13 0 15 70 

ハイ・イールド債券 4 0 0 0 4 トレーダー 

投資適格債券 30 9 0 4 43 

合計 537 200 54 99 890 

運用に関するコンプライアンス部門 50 8 5 10 73 

※FMR LLCおよびFIL Limitedとその関係会社を含みます。 

※アナリストには、リサーチ・アナリストとリサーチ・アソシエイトを含みます。管理職等は除きます。 
※上表中の数値は、将来変更となることがあります。 
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② フィデリティの運用哲学 

● 株式の運用においては、運用哲学の基礎を「ボトム・アップ・アプローチ」という調

査・分析の手法においています。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企

業調査を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調

査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。世界の調査部を７つのセクター（消

費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノロジー、金融、天然資源）に分け、企

業の中長期的な成長の原動力となる競争力を多面的に調査します。調査対象企業からの

情報のみならず、世界中の競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先から、

より広く、かつ客観的な情報を収集し、収益予測を行ない、最終的に中長期的な成長力

を持った企業を発掘することに注力しています。 

※ セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日本においては

天然資源セクターを独立して設けてはおりません。 

 

● 債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超過収益を生み出

す」ことにおいています。投資適格債券の運用においては、社内の債券専任アナリスト

による計量分析（クォンツ分析）、発行体の信用分析（ファンダメンタルズ分析）の双

方を活用した複数の戦略の積み重ねにより、付加価値を創出することを目的としていま

す。ハイ・イールド債券（高利回り社債）の運用においては、ハイ・イールド債券発行

企業専任の社内アナリスト等が、株式同様、ボトム・アップによる徹底した個別企業調

査を行ない、債務不履行等のリスクを最小限に抑える運用を行なうことに注力していま

す。いずれの場合においても、社内の株式アナリストとの間で調査情報の共有、調査活

動の連携が行なわれています。 

 

※ 上記は、フィデリティの主たる投資対象の運用哲学について述べたものです。 

 

③ 運用プロセス 

 マザーファンドを通じてファンドが主として投資するハイ・イールド・ボンドは信用リス

クが高い債券であるため、そのリスクの分析・管理を行なう力が運用成果に大きな影響を与

えます。そのため、運用体制の重要なカギはハイ・イールド債券発行企業の調査・分析力に

あります。また、ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図り

ます。 

 

◎ フィデリティは個別企業の綿密な調査、信用リスク調査に強みがあります。 

◎ ハイ・イールド債券発行企業専任アナリストを設置しています。 

◎ アナリストによる徹底した企業調査により、デフォルト率を最小に抑えるよう努力して

います。 

 

 マザーファンドの具体的な運用プロセスは以下の通りです。 
 

 

 

ハイ･イールド債券発行

企業専任アナリストの

企業訪問に基づく信用

分析（資本構成、財務

分析） 

ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙｽﾞ分析 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ構築 相対ﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ分析 

割安性の判断（同格

付内での相対価格、

過去の価格推移分

析、リスク・リターン

分析など） 

社内ﾚｰﾃｨﾝｸﾞの付与 

ファンダメンタルズ

分析、相対バリュ

エーション分析に基

づき、アナリストが

レーティングを付与 

企業調査内容、アナリ

ストのレーティングなど

を考慮し、ポートフォリ

オ・マネージャー自身が

売買の判断を行なう 
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④ 運用体制に関する社内規則等 

ファンドの運用の指図にあたりましては、委託会社の投資信託に係る業務の方法を定めた

「業務方法書」に従い、法令諸規則を遵守するとともに、その本旨に則り、「受益者本位に

徹する」ことを基本としています。 

ファンドの運用者であるポートフォリオ・マネージャーは、法令諸規則の遵守および禁止

行為等のポートフォリオ・マネージャーに関する基本事項を定めた「服務規程」に従い、法

令遵守、顧客の保護、ならびに取引の公正確保を図ることが求められています。 

また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反となる取引、

インサイダー取引等を防止しています。 

投資リスクの管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう

方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリス

クを取っていないかを検証しています。運用担当部門では、部門の担当責任者とポートフォ

リオ・マネージャーによる定期的なミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因につい

て協議しています。コンプライアンス部門では、ファンドが法令および投資信託約款等を遵

守して運用されているかがチェックされ、定期的なモニタリングの結果を運用担当部門に

フィードバックしています。 

マザーファンドにかかる運用の委託先の法令遵守状況につきましては、現地のコンプライ

アンス部門が中心となり、投資制限等のモニタリングを実施しています。 

ファンドの関係法人に対する管理としては、受託会社より、原則として年１回、内部統制

に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。 

 

※ 上記「(3）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。 

 

（４）【分配方針】 

① 収益分配方針 

 毎月１回決算を行ない、毎決算時（原則毎月22日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、

原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 

(a) 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）

等の全額とします。 

(b) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 

※ただし、必ず分配を行なうものではありません。 

(c) 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一

の運用を行ないます。 

 

② 利益の処理方式 

 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

(a) 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控

除した額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用等（信託財産に関する

租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。）、信託報酬（以下、

総称して「支出金」といいます。）を控除した後その残金を受益者に分配することができ

ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立て

ることができます。 

(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を

控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分

配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み

立てることができます。 

(c) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

（注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益

者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかか

る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権
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で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業

日までにお支払いを開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益

分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換え

に受益者にお支払いします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引

き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記

載または記録されます。 

 

（５）【投資制限】 

① ファンドの信託約款に基づく投資制限 

(a）投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式

の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社

の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新

株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予

定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上

場または登録されることが確認できるものについては、投資することを指図することがで

きるものとします。 

(b）ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合
＊
には、制限を設けません。 

(c）株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以内とします。 

(d）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の

純資産総額の20％以内とします。 

(e）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（当該外貨建資産については、

為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。） 

(f）同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内

とします。 

(g）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において

信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

(h）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ

単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第

341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新

株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産

総額の10％以内とします。 

(i）マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産

総額の５％以内とします。 

(j）信用取引の指図は、次の１．から６．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ

いて行なうことができるものとし、かつ次の１．から６．に掲げる株券数の合計数を超え

ないものとします。 

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 

２．株式分割により取得する株券 

３．有償増資により取得する株券 

４．売り出しにより取得する株券 

５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社

債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 

６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま

たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に

定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券 

(k）有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次

の範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公

社債に限るものとします。 
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１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ

ジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範

囲内とします。 

２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ

ジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が

限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益

権に係る利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る

組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(2) 投資対象 ②投資対象と

する金融商品」１．から４．に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。 

３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引

に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らな

い範囲内とします。 

(l) 通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま

す。 

１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替

の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託

財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし

た額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資

産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま

す。）との合計額の範囲内とします。 

２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替

の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 

３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額

の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ

全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額

の５％を上回らない範囲内とします。 

(m) 金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。

なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。 

１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ

ジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償

還金等ならびに前記「(2) 投資対象 ② 投資対象とする金融商品」１．から４．に掲げ

る金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の

時価総額の範囲内とします。 

２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託

財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(2) 

投資対象 ② 投資対象とする金融商品」１．から４．に掲げる金融商品で運用している

額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象

金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有

外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る

外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信

託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合

には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る

利払金および償還金等を加えた額を限度とします。 

３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額

の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、

かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産

総額の５％を上回らない範囲内とします。 

(n）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え

ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて

はこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るス
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ワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本

の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本

の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信

託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本

の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、

その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。（マザー

ファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな

した額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザー

ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の

時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相

手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

(o）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし

て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可

能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、

当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

(p）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式

の時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合に

は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとし

ます。 

(q）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保

有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超える

こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約

を指図するものとします。 

(r) 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と

認められる場合には、制約されることがあります。 

(s）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金

支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者

への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間

が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価

証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金

借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないものと

します。 

 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

 

＊ 上記(b)から(i)における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対

する、ファンドの信託財産に属する(b)から(i)に掲げる各種の資産の時価総額とマザー

ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属すると

みなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属するとみなした

額」とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た

額をいいます。 

 

② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限 

(a）委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の

指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商

品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える

こととなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券又はオプションを表示する
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証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行なうこと、または継続

することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。 

(b）委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ

ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、

当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合におい

ては、当該信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。 

 

（参考）マザーファンドの投資方針等は以下の通りです。 

 

(1）投資態度 

① ハイ・イールド・ボンドを主要な投資対象とします。 

② ハイ・イールド・ボンドを中心に投資し、高水準の利息等の収入の確保を図るとともに、

値上り益の追求を目指します。 

③ Ｂａ格（ムーディーズ社）以下またはＢＢ格（スタンダード・アンド・プアーズ社）以下

の格付けのハイ・イールド・ボンドに投資します。なお、一部、格付けを持たない有価証券

にも投資します。また、一部、米国以外の国の発行体のハイ・イールド・ボンドにも投資し

ます。 

④ 個別企業の信用分析と銘柄分散を基本とした運用を行ないます。 

⑤ 組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行

なう場合があります。 

⑥ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。 

⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 

⑧ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等

を行なうことができます。 

⑨ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為

替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことができます。 

⑩ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取

引を行なうことができます。 

 

(2）投資対象とする資産の種類 

マザーファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託法第２条第１項で定めるものをいいま

す。以下同じ。） 

１. 有価証券 

２. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、下

記「(5) その他の投資対象」②から⑥に定めるものに限ります。） 

３. 金銭債権 

４. 約束手形 

２）次に掲げる特定資産以外の資産 

１. デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利 

２. 為替手形 

 

(3）投資対象とする有価証券 

 委託会社（委託会社から運用の委託を受けた者を含みます。）は、マザーファンドの信託金

を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる

同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１. 株券または新株引受権証書 

２. 国債証券 

３. 地方債証券 

４. 特別の法律により法人の発行する債券 
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５. 社債券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） 

６. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい

ます。） 

７. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６

号で定めるものをいいます。） 

８. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。） 

９. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引

法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券 

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、１.から11.までの証券または証書の性

質を有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも

のをいいます。） 

14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号

で定めるものをいいます。） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。） 

16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの

をいい、有価証券に係るものに限ります。） 

17. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に表示されるべきもの 

22. 外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの 

 なお、１.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち１.の証券または証書

の性質を有するものを以下「株式」といい、２.から６.までの証券および12.ならびに17.の証

券または証書のうち２.から６.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の

証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

 

(4) 投資対象とする金融商品  

 前記(3)にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、

委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融

商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。）により運用することを指図することができます。 

① 預金 

② 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。） 

③ コール・ローン 

④ 手形割引市場において売買される手形 

⑤ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

⑥ 外国の者に対する権利で⑤の権利の性質を有するもの 

 

(5) その他の投資対象 

① 投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
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することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ

り行なうことの指図をすることができます。 

② 投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引

所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら

びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ

ます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

③ 投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通

貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション

取引を行なうことの指図をすることができます。 

④ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金

利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似

の取引を行なうことの指図をすることができます。 

⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク

を回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ

取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある

いは受入れの指図を行なうものとします。 

⑥ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取

引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行

なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入

れの指図を行なうものとします。 

⑦ 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸

付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたと

きは、担保の受入れの指図を行なうものとします。 

⑧ 投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する

ことができます。 

 

(6）マザーファンドの投資信託約款に基づく投資制限 

① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の

発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発

行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または

登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登

録されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとし

ます。 

② ハイ・イールド・ボンドへの投資割合には、制限を設けません。 

③ 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。 

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純

資産総額の20％以内とします。 

⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません（当該外貨建資産については、為替ヘッ

ジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。）。 

⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内と

します。 

⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信

託財産の純資産総額の５％以内とします。 

⑧ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において

投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。 

⑨ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

⑩ 信用取引の指図は、次の１．から６．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい

て行なうことができるものとし、かつ次の１．から６．に掲げる株券数の合計数を超えない

ものとします。 
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１．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 

２．株式分割により取得する株券 

３．有償増資により取得する株券 

４．売り出しにより取得する株券 

５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付

社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 

６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、

または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．

に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券 

⑪ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の

範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債

に限るものとします。 

１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象有価証券の時価総額の範囲内とします。 

２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に投資信託財産が

限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権

に係る利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る

組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(4) 投資対象とする金融商品」

①から④に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。 

３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に

係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の５％を上回らな

い範囲内とします。 

⑫ 通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。 

１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の

売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。 

２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の

買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 

３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の

合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ全オ

プション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の

５％を上回らない範囲内とします。 

⑬ 金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な

お、現物オプション取引は預金に限るものとします。 

１．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象とする金利商品（投資信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償

還金等ならびに前記「(4) 投資対象とする金融商品」①から④に掲げる金融商品で運用し

ているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とし

ます。 

２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信

託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(4) 

投資対象とする金融商品」①から④に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品

運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、

投資信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総

額を差し引いた額。以下同じ。）に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債お

よび組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金およ

び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能

額に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を

加えた額を限度とします。 

３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
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の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、か

つ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産

総額の５％を上回らない範囲内とします。 

⑭ スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな

いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ

の限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワッ

プ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、

投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定

元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速や

かに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。スワッ

プ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する

ものとします。 

⑮ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な

ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該

取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

⑯ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株

式の時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合に

は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとしま

す。 

⑰ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超える

こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を

指図するものとします。 

⑱ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 
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３【手数料等及び税金】 

 

（１）【申込手数料】 

 申込手数料率は3.15％（税抜き 3.00％）を超えないものとします。 

 なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、委託会社のフリー

コール（0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問

い合わせください。 

※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。 

 

 申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受

付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。 

※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて

得た金額をいいます。 

※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対す

る消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。 

 

 ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの

販売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料とし

ます。 

 

 販売会社によっては「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投

資信託を買付けること）によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチング

は、販売会社でお買付いただいた投資信託のうち、販売会社が指定するものとの間で可能です。

スイッチングのお取扱い内容は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。 

 

 また、販売会社によっては、償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあっては、当該償還

金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。）で取得する口数については販売会社が別

途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行な

う場合があります。 

※ 「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヵ月以内に償還となった証券投
資信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以
降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、
延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前３ヵ月以内における受益
権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払を行
なった販売会社でファンドの取得申込みを行なっていただく場合をいいます。 

 
 さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「換金乗換

え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。 

※ 「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の１年前以内で販売会社が別に

定める期間以降、当該投資信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約代金

をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込

みを行なっていただく場合をいいます。 

 

スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問

い合わせください。 

 

（２）【換金（解約）手数料】 

 一部解約にあたっては手数料はかかりません。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日

の翌営業日の基準価額となります。 

 

（３）【信託報酬等】 

① 信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の

純資産総額に年1.659％（税抜き 1.58％）の率を乗じて得た額とします。 
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② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、

委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。 
（年率）

 委託会社 販売会社 受託会社 合計 

 
0.79275% 

（税抜き 0.755%） 

0.76125% 

（税抜き 0.725%）

0.105% 
(税抜き 0.10%) 

1.659% 

(税抜き 1.58%) 

 

③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に

関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ

り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁

されます。 

 マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託

会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。 

 

※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。 

 

（４）【その他の手数料等】 

 ファンドは以下の費用も負担します。 

① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費

用 

② 先物取引やオプション取引等に要する費用 

③ 外貨建資産の保管費用 

④ 借入金の利息 

⑤ 信託財産に関する租税 

⑥ 信託事務の処理に要する諸費用 

⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息 

⑧ その他、以下の諸費用 

１．投資信託振替制度に係る手数料および費用 

２．有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用 

３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出

費用も含みます。） 

６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約

の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

 委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積っ

た結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込み）を上限とする額を、かかる諸費

用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領するこ

とができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かか

る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。 

 上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年

５月および11月に到来する計算期(以下「特定期間」といいます。)末または信託終了の時に、

信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 

 なお、上記①～⑦の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、

上限額等を表示することができません。 

 
※ 上記(1)～(4）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表

示することができません。 
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（５）【課税上の取扱い】 

 日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取

扱いとなります。 

① 個別元本方式について 

１．個別元本について 

 追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および

当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元

本）にあたります。 

 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信

託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

 ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別

元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取

得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する

場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。 

 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」につい

ては下記 「３. 収益分配金の課税について」をご参照ください。） 

２．一部解約時および償還時の課税について 

＜個人の受益者の場合＞ 

一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該

申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象と

なります。 

＜法人の受益者の場合＞ 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

３．収益分配金の課税について 

 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと

なる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 

 受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の

個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配

金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元

本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から

当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

 なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該

特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

② 個人、法人別の課税の取扱いについて 

１．個人の受益者に対する課税 

 個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、2011

年12月31日までは10％（所得税７％および地方税３％）、2012年１月１日からは20％（所得

税15％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行な

うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配

金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり特別分配金は課税されません。 

 

一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料

および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として

課税対象（譲渡所得）となり、2011年12月31日までは10％（所得税７％および地方税３％）、

2012年１月１日からは20％（所得税15％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適

用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。 
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２．法人の受益者に対する課税 

 法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解

約時および償還時の個別元本超過額については、2011年12月31日までは７％（所得税７％）、

2012年１月１日からは15％（所得税15％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉

徴収はありません。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ

り、特別分配金は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。 

 

※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更と

なる場合があります。 

※ 税金の内容等について、詳しくは販売会社までお問い合わせください。また、上記

「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではあり

ません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたら

す税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。 
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４【運用状況】 

 

（１）【投資状況】 

 （2009年12月30日現在）

資産の種類 国 名 
時価合計 

（円） 

投資比率 

（％） 

有価証券  

親投資信託受益証券 日本 185,215,565,070 100.00

小計  185,215,565,070 100.00

その他の資産  

預金・その他 日本 430,926,186 0.23

小計  430,926,186 0.23

負債 － 430,926,186 0.23

合計（純資産総額）  185,215,565,070 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

 

（参考）マザーファンドの投資状況 

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド 

 （2009年12月30日現在）

資産の種類 国 名 
時価合計 

（円） 

投資比率 

（％） 

有価証券  

株式 アメリカ 5,470,455,688 2.40

 ブラジル 827,506,527 0.36

小計  6,297,962,215 2.76

社債券 アメリカ 183,763,315,219 80.66

 バミューダ 8,273,472,639 3.63

 カナダ 6,330,386,802 2.78

 オランダ 3,274,448,799 1.44

 ルクセンブルグ 2,731,718,507 1.20

 オーストラリア 1,058,072,430 0.46

 マーシャル諸島 914,763,679 0.40

 ドイツ 493,862,304 0.22

 イギリス 436,049,695 0.19

 アイルランド 411,191,963 0.18

 ノルウェー 380,110,515 0.17
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 メキシコ 114,309,915 0.05

小計  208,181,702,467 91.38

その他の資産  

預金・その他 － 13,955,059,608 6.13

小計  13,955,059,608 6.13

負債 － 615,433,067 0.27

合計（純資産総額）  227,819,291,223 100.00

（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい

ます。 

 

その他資産の投資状況 

（2009年12月30日現在）

資産の種類 国 名 
時価合計 

（円） 

投資比率 

（％） 

為替予約取引（買建） 日本 1,968,627,129 0.86

（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価して

います。 

 

（２）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

 （2009年12月30日現在）

順 
 
位 

種 類 銘柄名 国 名 
数量 

（口数） 

帳簿価
額単価
（円）

帳簿価額 
金額 
（円） 

評価額 
単価 
（円） 

評価額 
金額 
（円） 

投資
比率
（％）

１ 
親投資
信託受
益証券 

フィデリティ・
ＵＳハイ・イー
ルド・マザー
ファンド 

日本 139,764,235,640 1.3042 182,282,008,159 1.3252 185,215,565,070 100.00

 

種類別投資比率 

 （2009年12月30日現在）

種 類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 100.00
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄 

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド 

（2009年12月30日現在）

（単位：円） 

順 

位 
銘柄名 

通 貨 

地 域 
種 類 数 量 

簿価単価 

簿価金額 

評価単価 

時価金額 

利率(％) 

償還期限 

投資

比率

(％)

１ 

HCA INC 

9.25% 

11/15/2016 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 2,568,669,000.00 
105.50

2,709,945,795

107.00 

2,748,475,830 

9.25 

2016/11/15
1.21

２ 

SERVICEMAS

TER 

PK10.75 

7/15 144 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 2,217,768,000.00 
101.15

2,243,399,430

104.50 

2,317,567,560 

10.75 

2015/07/15
1.02

３ 

TL ACQSTNS 

10.5% 

1/15/15 

144A 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 2,203,492,500.00 
93.00

2,049,248,025

95.00 

2,093,317,875 

10.50 

2015/01/15
0.92

４ 

AVAYA 

10.875 PIK 

11/01/15 

144A 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ 

社債券 2,250,463,500.00 
90.83

2,044,120,104

92.92 

2,091,333,225 

10.875 

2015/11/01
0.92

５ 

TXU ENERGY 

CO 10.875% 

11/17 WI 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 2,426,374,500.00 
73.00

1,771,253,385

80.50 

1,953,231,472 

10.875 

2017/11/01
0.86

６ 

FREESCALE 

8.875% 

12/15/14 

WI 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 2,129,352,000.00 
86.50

1,841,926,320

91.00 

1,937,710,320 

8.875 

2014/12/15
0.85

７ 

CHARTER 

COMM 8% 

4/30/12 

144A 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,778,451,000.00 
100.75

1,791,789,382

102.50 

1,822,912,275 

8.00 

2012/04/30
0.80

８ 

SIX FLAGS 

OPER 

12.25% 

7/15/2016 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,740,690,000.00 
96.00

1,671,062,400

104.50 

1,819,021,050 

0.00 

2016/07/15
0.80

９ 

NEXTEL 

COMM 

7.375% SER 

D 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,784,253,300.00 
92.00

1,641,513,036

97.37 

1,737,416,650 

7.375 

2015/08/01
0.76

10 

CLEARWIRE 

CORP 12% 

12/15 144A 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,659,642,000.00 
101.00

1,676,238,420

101.12 

1,678,312,972 

12.00 

2015/12/01
0.74

11 

QWEST COM 

INT 8% 

10/01/15 

144A 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,542,214,500.00 
99.50

1,534,503,427

102.75 

1,584,625,398 

8.00 

2015/10/01
0.70

12 
DAVITA INC 

6.625% 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,572,147,000.00 
99.25

1,560,355,897

100.50 

1,580,007,735 

6.625 

2013/03/15
0.69

13 

CHARTER 

COMM 

8.375% 

144A 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,515,045,000.00 
101.75

1,541,558,287

103.00 

1,560,496,350 

8.375 

2014/04/30
0.68

14 

FIRST DATA 

CORP 

9.875% 

9/15 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,661,023,500.00 
89.50

1,486,616,032

92.50 

1,536,446,737 

9.875 

2015/09/24
0.67

15 

SPRINT CAP 

CORP 

8.375% 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,466,232,000.00 
102.00

1,495,556,640

103.25 

1,513,884,540 

8.375 

2012/03/15
0.66
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順 

位 
銘柄名 

通 貨 

地 域 
種 類 数 量 

簿価単価 

簿価金額 

評価単価 

時価金額 

利率(％) 

償還期限 

投資

比率

(％)

16 

INTELSAT 

LTD 11.25% 

6/16 

アメリ

カ・ドル 

バミュー

ダ

社債券 1,330,845,000.00 
107.00

1,424,004,150

107.75 

1,433,985,487 

11.25 

2016/06/15
0.63

17 

GMAC LLC 6 

12/15/11 

144A 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,457,482,500.00 
94.00

1,370,033,550

96.50 

1,406,470,612 

6.00 

2011/12/15
0.62

18 

NIELSEN 

FIN LLC 10 

8/1/14 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,331,766,000.00 
103.50

1,378,377,810

104.00 

1,385,036,640 

10.00 

2014/08/01
0.61

19 

BECKMAN 

COULTER CV 

2.5% 12/36 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,201,444,500.00 
113.63

1,365,201,385

115.13 

1,383,223,052 

2.50 

2036/12/15
0.61

20 

ECHOSTAR 

DBS 7.125 

2/1/16 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,328,542,500.00 
98.50

1,308,614,362

101.50 

1,348,470,637 

7.125 

2016/02/01
0.59

21 

RITE AID 

CORP 7.5% 

3/01/17 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,437,681,000.00 
90.00

1,293,912,900

93.25 

1,340,637,532 

7.50 

2017/03/01
0.59

22 

RITE AID 

CORP 

10.375% 

7/15/16 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,249,336,500.00 
102.24

1,277,446,571

105.75 

1,321,173,348 

10.375 

2016/07/15
0.58

23 

SPRINT CAP 

GLBL 6.9% 

5/01/19 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,396,696,500.00 
87.24

1,218,617,696

92.00 

1,284,960,780 

6.90 

2019/05/01
0.56

24 

MOMENTIVE 

INC 9.75% 

12/1/14 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,320,253,500.00 
96.74

1,277,345,261

96.25 

1,270,743,993 

9.75 

2014/12/01
0.56

25 

TOYS-R-US 

7.875% 

4/15/13 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,285,255,500.00 
97.74

1,256,337,251

98.75 

1,269,189,806 

7.875 

2013/04/15
0.56

26 

MGM MIRAGE 

INC 13% 

11/15/13 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,105,200,000.00 
113.00

1,248,876,000

114.75 

1,268,217,000 

13.00 

2013/11/15
0.56

27 

REALOGY 

CORP 10.5% 

4/14 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,482,810,000.00 
81.25

1,204,783,125

85.00 

1,260,388,500 

10.50 

2014/04/15
0.55

28 
CHARTER 

COMM 8.75% 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,194,537,000.00 
110.25

1,316,977,042

102.00 

1,218,427,740 

8.75 

2013/11/15
0.53

29 

CERIDIAN 

11.25% 

11/15/15 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,264,993,500.00 
97.00

1,227,043,695

95.50 

1,208,068,792 

11.25 

2015/11/15
0.53

30 

AMERICAN 

REAL 

7.125% 

アメリ

カ・ドル 

アメリカ

社債券 1,199,142,000.00 
98.50

1,181,154,870

98.75 

1,184,152,725 

7.125 

2013/02/15
0.52
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（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率 

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド 

 （2009年12月30日現在）

種 類 国内／外国 業種／種別 
投資比率 

（％） 

株式 外国 エネルギー 0.24

  資本財 0.01

  運輸 0.31

  各種金融 1.20

  公益事業 0.17

  素材 0.85

 小計  2.76

公社債券 外国 社債券 91.38

 小計  91.38

合計（対純資産総額比）  94.14

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 
③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 

（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの 

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド 

 （2009年12月30日現在）

種類 通貨 
買建/
売建 

数量 
簿価金額 
（円） 

時価金額 
（円） 

評価損益 
（円） 

投資 
比率 

（％）

為替予約取引 アメリカ・ドル 買建 21,377,208 1,971,000,000 1,968,627,129 △2,372,871 0.86

 

（注1）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率を

いいます。 

（注2）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価し

ています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 
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（３）【運用実績】 

①【純資産の推移】 

2009年12月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の

純資産の推移は次のとおりです。 

 

期 年月日 

純資産総額 

（百万円） 

（分配落） 

純資産総額

（百万円）

（分配付）

１口当たり純資産額 

（円） 

（分配落） 

１口当たり純資産額

（円） 

（分配付） 

３期 (2000年11月30日) 397 397 0.7897 0.7897

４期 (2001年11月30日) 518 518 0.9869 0.9869

５期 (2002年12月２日) 529 551 0.9389 0.9789

６期 (2003年12月１日) 579 607 1.0035 1.0515

７期 (2004年11月30日) 723 740 1.0069 1.0319

2005年５月23日 

（第１特定期間） 
4,770 4,796 1.0029 1.0084

2005年11月22日 

（第２特定期間） 
44,986 45,250 1.1074 1.1139

2006年５月22日 

（第３特定期間） 
67,589 68,007 1.0499 1.0564

2006年11月22日 

（第４特定期間） 
81,619 82,095 1.1151 1.1216

2007年５月22日 

（第５特定期間） 
78,390 78,825 1.1719 1.1784

2007年11月22日 

（第６特定期間） 
61,117 61,720 0.9625 0.9720

2008年５月22日 

（第７特定期間） 
62,538 63,209 0.8849 0.8944

2008年11月25日 

（第８特定期間） 
48,080 48,919 0.5441 0.5536

2009年５月22日 

（第９特定期間） 
77,819 78,904 0.6095 0.6180

2009年11月24日 

（第10特定期間） 
156,634 158,713 0.6405 0.6490

2008年12月末日 47,699 － 0.5275 －

2009年１月末日 50,208 － 0.5417 －

2009年２月末日 56,873 － 0.5714 －

2009年３月末日 63,877 － 0.5809 －

2009年４月末日 72,951 － 0.6082 －

2009年５月末日 81,408 － 0.6298 －

2009年６月末日 90,369 － 0.6361 －

2009年７月末日 103,763 － 0.6650 －

2009年８月末日 111,382 － 0.6480 －
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期 年月日 

純資産総額 

（百万円） 

（分配落） 

純資産総額

（百万円）

（分配付）

１口当たり純資産額 

（円） 

（分配落） 

１口当たり純資産額

（円） 

（分配付） 

2009年９月末日 132,702 － 0.6528 －

2009年10月末日 149,910 － 0.6601 －

2009年11月末日 155,028 － 0.6257 －

2009年12月末日 185,215 － 0.6759 －
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②【分配の推移】 

期 １口当たりの分配金(円) 

第３期 0.0000

第４期 0.0000

第５期 0.0400

第６期 0.0480

第７期 0.0250

第１特定期間（第８期～第10期計算期間合計） 0.0155

第２特定期間（第11期～第16期計算期間合計） 0.0340

第３特定期間（第17期～第22期計算期間合計） 0.0390

第４特定期間（第23期～第28期計算期間合計） 0.0390

第５特定期間（第29期～第34期計算期間合計） 0.0390

第６特定期間（第35期～第40期計算期間合計） 0.0420

第７特定期間（第41期～第46期計算期間合計） 0.0570

第８特定期間（第47期～第52期計算期間合計） 0.0570

第９特定期間（第53期～第58期計算期間合計） 0.0540

第10特定期間（第59期～第64期計算期間合計） 0.0510

 
③【収益率の推移】 

期 収益率(％) 

第３期 △2.0

第４期 25.0

第５期 △0.8

第６期 12.0

第７期 2.8

第１特定期間（第８期～第10期計算期間合計） 1.1

第２特定期間（第11期～第16期計算期間合計） 13.8

第３特定期間（第17期～第22期計算期間合計） △1.7

第４特定期間（第23期～第28期計算期間合計） 9.9

第５特定期間（第29期～第34期計算期間合計） 8.6

第６特定期間（第35期～第40期計算期間合計） △14.3

第７特定期間（第41期～第46期計算期間合計） △2.1

第８特定期間（第47期～第52期計算期間合計） △32.1

第９特定期間（第53期～第58期計算期間合計） 21.9

第10特定期間（第59期～第64期計算期間合計） 13.5

（注）収益率とは、各計算期間末および特定期間末の基準価額（分配付）から前計算期間

末および前特定期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前計算期間末および前特定期

間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以

下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。 
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５【管理及び運営の概要】 

 

(1) 資産管理等の概要 

1. 資産の評価 

 ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）

を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から

負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同

じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値に

よって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売

買相場の仲値によるものとします。 

※ 主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 

マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。 

公社債等：原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場（最終相場の

ないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から

提示される気配相場に基づいて評価します。 

 なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。 

 

2. 保管 

 ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより

定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。 

 

3. 信託期間 

 信託期間は無期限とします。ただし、下記「5. 信託の終了」の場合には、信託は終了しま

す。 

 

4. 計算期間 

 計算期間は原則として毎月23日から翌月22日までとします。各計算期間終了日に該当する

日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間

が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。 

 

5. 信託の終了 

① 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数

が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め

るときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督

官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場

合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付し

ます。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないませ

ん。 

 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものと

します。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期

間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超え

ることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないことと

なった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書

面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した

場合は、原則として公告を行ないません。 

 なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記

一定期間が１ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。 

② 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従

い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 
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③ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁

がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、

異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなる場合を除き、

当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

④ 受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する受託会社の業

務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任および解任に際し委託会

社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了

させます。 

 

6. 信託約款の変更 

 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更

することができます。 

 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公

告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書

面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 

 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものと

します。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期

間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超え

ることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわ

ないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を

記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面

を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 

 委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約

款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前２段の手法に従います。 

 

7. 公告 

 委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

 

8. 運用報告書の作成 

 委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容およ

び有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知られ

たる受益者に対して交付します。 

 

9. 組入有価証券等の管理 

 信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないます。ただし、

下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する資産の保管・管理を他の者に委任するこ

とができます。 

① 信託業務の委託等 

１）受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第

１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの

（受託会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託

業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同

じ。）を含みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力がある

と認められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等

の管理を行なう体制が整備されていること 
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４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

２）受託会社は、上記１）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記１）

１．から４．に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。  

３）上記１）および２）にかかわらず、受託会社は、次の１．から４．に掲げる業務

（裁量性のないものに限ります。）を、受託会社および委託会社が適当と認める者（受

託会社の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業

務 

３．委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のた

めに必要な行為に係る業務 

４．受託会社が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

② 混蔵寄託 

 金融機関または証券会社（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引

業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。

以下この段落において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨

で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ

ル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融

機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

③ 信託財産の登記等および記載等の留保等 

１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登

録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を

留保することがあります。 

２．上記１．にかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認める

ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 

３．信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託

財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法によ

り分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明

らかにする方法により分別して管理することがあります。 

４．動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、

その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

 

10. 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容 

 委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

 委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に

定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

 ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

11. 追加信託金 

 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数

を乗じた額とします。 

 

12. 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金 

 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
＊１

は、原則として、各受益者毎

の信託時の受益権の価額等
＊２

に応じて計算されるものとします。 

＊１「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時

の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により

加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

＊２「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受
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益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど

調整されるものとします。 

 

13．受益権の帰属と受益証券の不発行 

① ファンドの受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うこ

とについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関の振替口座簿

に記載または記録されることにより定まります。 

② 委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指

定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振

替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受

益権を表示する受益証券を発行しません。 

 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除

き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名

式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 

③ 委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また

は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替

機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、そ

の備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 

④ 委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請

することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益

権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかか

る一部解約金の支払開始日が平成19年１月４日以降となるものを含みます。）を受益者

を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しております。

ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委

託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また

は記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の

末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録によ

り振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振

替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委

任することができます。 

 

14．受益権の設定に係る受託会社の通知 

 受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める

方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

 

15. 一部解約の請求、有価証券売却等の指図および再投資の指図 

 委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請

求および有価証券の売却等の指図ができます。委託会社は、前文による一部解約の代金、売

却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配

当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

16. 受託会社による資金の立替え 

 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。 

 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあ

るときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

 上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど

別にこれを定めます。 
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17. 信託財産に関する報告 

 受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これ

を委託会社に提出します。 

 受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、

これを委託会社に提出します。 

 

18. 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託

契約に関する事業を譲渡することがあります。 

 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、

ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

 

19. 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い 

 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ

の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所

に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受

託会社を解任した場合、委託会社は、上記「6.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社

を選任します。 

 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出の

うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

20. 信託約款に関する疑義の扱い 

 信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めま

す。 

 

21. 信託事務処理の再信託 

 受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀

行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託

に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。 

 

22. 受益権の取得申込みの勧誘の種類 

 ファンドに係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げ

る場合に該当し、投資信託法第２条第８項で定める公募により行なわれます。 

 

23. 委託会社および受託会社 

ファンドは、フィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

を受託会社とします。また、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、

信託法（大正11年法律第62号）の適用を受けます。 

  

(2) 受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

1. 収益分配金に対する請求権 

 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有しま

す。 

 収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として

計算期間終了日から起算して５営業日まで）から、毎計算期間の末日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末

日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益

分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売

会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
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す。）に支払いを開始するものとします。 

 なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものと

し、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売

会社の営業所等において行ないます。 

 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に

対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、

毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社

は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該

売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。 

 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その

権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

2. 償還金に対する請求権 

 受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を

受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。 

 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日か

ら起算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載また

は記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる

受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前

のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込

者とします。）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設

されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償

還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい

当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、

受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会

社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販

売会社の営業所等において行ないます。 

 なお、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求し

ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

3. 受益権の一部解約請求権 

 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約

単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「 手

続等の概要」の項をご参照ください。 

 

4. 委託会社の免責 

 収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会

社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益

分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額（および委託会社が一定期

間経過後当該販売会社より回収した金額があればその金額）を除き、受益者の計算に属す

る金銭になるものとします。 

 

5. 帳簿閲覧権 

 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の

閲覧を請求することができます。 

 

6. 信託約款の重大な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権 

 委託会社が前記「(1) 資産管理等の概要 5. 信託の終了」に規定する信託の解約または

「同 6. 信託約款の変更」に規定する信託約款の変更を行なう場合において、その変更内

容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に委託会社に対して異議を述べる
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ことができます。ただし、信託の解約の場合において、信託財産の状態に照らし、真にや

むを得ない事情が生じている場合であって、異議を申し立てることのできる期間が１ヵ月

を下らずに信託の解約の公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には、適用しま

せん。 

 

7. 反対者の買取請求権 

 前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財

産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により

決定するものとします。 

 

8. 当初の受益者 

 ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益

権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属

します。 

 

9. 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託会社の免責 

① 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金について

は支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定

する預金口座等に払い込みます。 

② 受託会社は、上記①の規定により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還

金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じま

せん。 
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第２【財務ハイライト情報】 

 

 以下の記載事項は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」に記載の「財務諸表」か

ら抜粋して記載したものです。 

 当該財務諸表については、あらた監査法人により監査証明を受けており、監査報告書は当該財

務諸表の箇所に添付されております。 

 

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 

 

１【貸借対照表】 
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２【損益及び剰余金計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項 目 

第９特定期間 

自 平成20年11月26日 

至 平成21年５月22日 

第10特定期間 

自 平成21年５月23日 

至 平成21年11月24日 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で

評価しております。時価評価に

あたっては、親投資信託受益証

券の基準価額に基づいて評価し

ております。 

親投資信託受益証券 

同左 

２．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

特定期間の取扱い 

ファンドの特定期間は、前特

定期間末日、翌日および翌々日

が休日のため、平成20年11月26

日から平成21年５月22日までと

なっております。 

特定期間の取扱い 

ファンドの特定期間は、当特

定期間末日およびその翌日が休

日のため、平成21年５月23日か

ら平成21年11月24日までとなっ

ております。 
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（参考情報） 

ファンドは、「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要

投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す

べて同親投資信託の受益証券です。 

なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。 

 

「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド」の状況 

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 

 

（１）貸借対照表 

平成21年５月22日現在 平成21年11月24日現在 
区 分 

金額(円) 金額(円) 

資産の部 

流動資産 

 預金 8,580,096,107 5,048,951,651

 金銭信託 438,540,126 1,364,271,227

 株式 1,798,681,518 4,687,687,631

 社債券 133,917,808,904 188,938,158,797

 未収入金 902,800,231 3,309,708,242

 未収利息 2,666,142,901 3,284,932,478

 前払費用 334,025,746 261,154,845

流動資産合計 148,638,095,533 206,894,864,871

資産合計 148,638,095,533 206,894,864,871

負債の部 

流動負債 

 派生商品評価勘定 － 319,675

 未払金 2,777,834,312 3,733,551,203

流動負債合計 2,777,834,312 3,733,870,878

負債合計 2,777,834,312 3,733,870,878

純資産の部 

元本等 

 元本 135,213,782,981 164,190,966,675

剰余金 

  剰余金又は欠損金（△） 10,646,478,240 38,970,027,318

元本等合計 145,860,261,221 203,160,993,993

純資産合計 145,860,261,221 203,160,993,993

負債純資産合計 148,638,095,533 206,894,864,871
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（２）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項 目 
自 平成20年11月26日 

至 平成21年５月22日 

自 平成21年５月23日 

至 平成21年11月24日 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（１）株式 

移動平均法に基づき、原則と

して時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商

品取引所又は店頭市場における

最終相場（最終相場のないもの

については、それに準ずる価

額）、又は金融商品取引業者等

から提示される気配相場に基づ

いて評価しております。 

（１）株式 

同左 

 （２）社債券 

個別法に基づき、原則として

時価で評価しております。時価

評価にあたっては、金融商品取

引所又は店頭市場における最終

相場（最終相場のないものにつ

いては、それに準ずる価額）、

又は金融商品取引業者等から提

示される気配相場に基づいて評

価しております。 

 

 

（２）社債券 

同左 

 

 

 

 

 

 

（３）投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、原則と

して時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商

品取引所等に上場されているも

のについては、金融商品取引所

における最終相場（最終相場の

ないものについては、それに準

ずる価額）、又は金融商品取引

業者等から提示される気配相場

に基づいて評価しており、金融

商品取引所等に上場されていな

いものについては、投資信託受

益証券の基準価額に基づいて評

価しております。 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

為替予約取引 

為替予約の評価は、原則とし

て、わが国における計算期間末

日の対顧客先物売買相場の仲値

によって計算しております。 

為替予約取引 

同左 

３．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

外貨建取引等の処理基準 

外貨建取引については、「投

資信託財産の計算に関する規

則」（平成12年総理府令第133

号）第60条に基づき、取引発生

時の外国通貨の額をもって記録

する方法を採用しております。

但し、同第61条に基づき、外国

通貨の売却時において、当該外

国通貨に加えて、外貨建資産等

外貨建取引等の処理基準 

同左 



－  － 

 

57

項 目 
自 平成20年11月26日 

至 平成21年５月22日 

自 平成21年５月23日 

至 平成21年11月24日 

の外貨基金勘定及び外貨建各損

益勘定の前日の外貨建純資産額

に対する当該売却外国通貨の割

合相当額を当該外国通貨の売却

時の外国為替相場等で円換算

し、前日の外貨基金勘定に対す

る円換算した外貨基金勘定の割

合相当の邦貨建資産等の外国投

資勘定と、円換算した外貨基金

勘定を相殺した差額を為替差損

益とする計理処理を採用してお

ります。 
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 

 

(1) 名義書換 

 名義書換は行ないません。 
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機

関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場

合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が

ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無

記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ

の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 

 

(2) 受益者名簿 

 作成しません。 

 

(3) 受益者に対する特典 

 該当するものはありません。 

 

(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

 ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。 

 

○ 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする

受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするも

のとします。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有

する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備え

る振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替

先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等

（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の

振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし

ます。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替

機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情

があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

○ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受

託会社に対抗することができません。 

○ 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振

法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

○ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益

者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載

または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いま

す。 

○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分

配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等に

ついては、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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第４【ファンドの詳細情報の項目】 

 

以下は、投資信託説明書（請求目論見書）の記載事項です。 

 

第１ ファンドの沿革 

 

第２ 手続等 

１ 申込(販売)手続等 

２ 換金(解約)手続等 

 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1）資産の評価 

(2）保管 

(3）信託期間 

(4）計算期間 

(5）その他 

２ 受益者の権利等 

 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

(1）貸借対照表 

(2）損益及び剰余金計算書 

(3）注記表 

(4）附属明細表 

２ ファンドの現況 

（純資産額計算書） 

Ⅰ 資産総額 

Ⅱ 負債総額 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 

Ⅳ 発行済数量 

Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 

 

第５ 設定及び解約の実績 
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用語解説 

（50音順） 
 

アナリスト 企業の調査や分析等を行なう担当者のことです。当社では経験等に応

じて、リサーチ・アナリストとリサーチ・アソシエイトという職種を

設けています。リサーチ・アソシエイトとは、リサーチ・アナリスト

を補完する職種のことで、将来的にリサーチ･アナリスト、ポートフォ

リオ･マネージャーを目指します。 

一般コース 決算期ごとに、その都度ファンドの収益分配金を受け取るコースのこ

とです。 

運用報告書 ファンドの決算および償還時に、計算期間中の運用経過、運用実績、

組み入れ資産の内容、資産の売買状況、ポートフォリオ・マネー

ジャーのコメントなどを記載したものです。販売会社を通じて、知ら

れたる投資家に交付されます。 
エマージング諸国

（市場／マーケッ

ト） 

中南米、東南アジア、東欧など、現在経済等が発展中の新興工業諸国

のことをいいます。先進国市場に比べ、リスク・リターンが高いとさ

れています。 

換金乗換え 追加型証券投資信託の信託期間終了（償還）の日1年前から終了日まで

の間（販売会社が定める期間）に、ファンドを換金し、その換金代金

の範囲内で、換金乗換えの対象となるファンドを購入することです。

この場合、換金代金を支払った販売会社と申込みを行なう販売会社が

同じである必要があります。また、一般的に、その際手数料は優遇さ

れます。 

基準価額 ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンドの純

資産総額を受益権総口数（ファンドを保有しているすべての投資家の

保有口数）で割って算出されます。基準価額は、市場の値動きに応じ

て日々変動します。通常は、１万口当たりで表示されます。 

契約型投資信託 投資信託委託会社（信託の委託者）と受託銀行（信託の受託者）との

間の契約に基づき、委託者が資産の運用指図を行ない、その収益を受

益者である投資家が受け取る形態の投資信託のことをいいます。この

他に会社型の投資信託があります。 

時価評価 市場価格で評価することをいいます。 

収益分配金 ファンドの計算期間終了後に投資家に支払われるファンドの収益のこ

とです。収益分配金の額は委託会社が決定します。毎期収益分配金が

支払われるとは限りません。 

純資産総額 ファンドが投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配

当金の合計から未払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額で

す。ファンドが全体でいくらになっているかを示す金額であり、信託

財産の総額です。 

償還乗換え 終了（償還）したファンドの償還金で３ヵ月以内に新たにファンドを

購入することです。この場合、償還金を支払った販売会社と申込みを

行なう販売会社が同じである必要があります。一般的に、その購入す

るファンドの申込手数料が無料または優遇されます。 

信託財産留保額 投資家がファンドを解約する時に受け取る価額から差し引かれ、ファ

ンドに留保される金額をいいます。ファンドを保有しつづける投資家

と解約する投資家との間の公平性を保つため、解約する投資家が負担

します。 

信託報酬 ファンドの運用・販売・保管・投資家へのサービスの対価として、

ファンドから委託会社、受託銀行、販売会社の３社に対して支払われ

る報酬のことです。信託報酬は日々計算され、ファンドごとに料率が

決められています。 
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追加型投信 オープン型投資信託ともいい、ファンドが設定され運用を開始した

後、いつでも購入できる投資信託のことです。一方、設定前の当初募

集期間中しか購入できない投資信託を、単位型投信といいます。 

定時定額購入 長期間にわたって、定期的（１ヵ月に１度など）に一定額ずつファン

ドを購入する投資方法のことです。定額での購入であることから、

ファンドの基準価額が高いときには少ない口数を、低いときには多く

の口数を購入することになります。このため、全期間を平均すると、

毎回同じ口数を購入していく方法よりも、購入にかかる金額を低く抑

える効果があります（ドル・コスト平均法）。定時定額購入サービス

とは、販売会社が、購入代金の自動引き落とし等により、このような

投資方法を代行するサービスのことをいいます。 

投資信託振替制度 ファンドに係る受益証券をペーパーレス化して、受益権の発生や消

滅、移転をコンピュータシステム上の帳簿(振替口座簿)への記載・記

録により行う制度です。当ファンドは、2007年1月4日より投資信託振

替制度に移行していますので、受益証券は発行されません。 

バリュエーション 株式や債券等の価格が、その銘柄の経済的基礎条件（業績・財務）と

比較して、どのように評価されているかを示す指標や数値のことをい

います。株価が収益に対して何倍で評価されているかを示す株価収益

倍率（PER）や株価が純資産に対して何倍で評価されているかを示す株

価純資産倍率（PBR）などがあり、収益等の成長性と比較して相対的な

株価の割安・割高度を判断する時などに用いられます。 

ファンダメンタルズ 経済や企業などの基礎的条件のことをいいます。景気の動向、企業成

長性、経済および企業の規模などを示す数値および定性的判断の総称

です。経済であれば、国内総生産（GDP）およびその成長率、貿易収

支、財政収支、人口、物価、失業率などが挙げられ、企業であれば売

上高、営業利益およびその成長率、純資産などが挙げられます。ま

た、需給や投資家心理など金融市場を動かすその他の要因と対比して

用いられることがあります。 

ファミリーファンド

方式 

複数のファンドを合同運用する仕組みのことです。 

投資家から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマ

ザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。 

ベンチマーク ファンドの運用成果、投資収益目標、ファンド資産のリスク管理の基

準となる指標をいいます。アクティブ運用のファンドの場合には、ベ

ンチマークを上回る成績をあげることを目標としています。 

ポートフォリオ 金融資産の内訳や組合せのことです。投資信託の場合、あるファンド

が保有する資産の内容のことも指します。 

ポートフォリオ・マ

ネージャー 

ファンドの実際の運用指図を行なう専門家のことです。ファンド・マ

ネージャーともいいます。 

ボトム・アップ・ア

プローチ 

個別企業の調査・分析に基づいて企業の投資価値を判断し、投資する

銘柄を選定する運用手法をいいます。銘柄選定の結果として、業種比

率や国別比率などが確定し、ポートフォリオが構築されます。反対

に、マクロ経済動向などにより、投資判断を行なう運用手法を、｢トッ

プ・ダウン・アプローチ｣といいます。 

累積投資コース ファンドの収益分配金を自動的に再投資（ファンドを購入すること）

するコースのことです。この再投資は分配金に対する税金を差し引い

た後、無手数料で行なわれます。「自動けいぞく投資コース」等、異

なる名称を使用することもあります。 
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